
「社会福祉法人の認可について」（平成 28 年 11 月 11 日 局長通知 一部抜粋） 
 
第１ 社会福祉法人の行う事業 

 
社会福祉法人（以下「法人」という。）は、社会福祉事業の主たる担い手として、社会福

祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」という。）に規定する法第２４条の経営の原則

に基づき社会福祉事業を行うほか、必要に応じ公益事業又は収益事業を行うことができる

が、各事業は、次のようなものでなければならないこと。 
なお、法人は、法第４条の趣旨を踏まえ、地域福祉の推進に努める使命を有しているこ

と、また、法第２４条第２項の趣旨を踏まえ、地域における様々な福祉ニーズにきめ細か

く柔軟に対応するとともに、既存の制度による支援や市場でのサービス供給では対応でき

ない事業の実施などを社会福祉事業の支障のない範囲において積極的に取り組んでいくこ

とが求められるものであること。 
 
１ 社会福祉事業 
（１） 当該法人の事業のうち主たる地位を占めるものであること。 
（２） 社会福祉事業の経営は、法第３条、第４条及び第５条の趣旨を尊重し、法第６１条

の事業経営の準則に合致するものであること。 
（３） 社会福祉事業は、法令に基づく施設の最低基準その他の要件を満たしているもので

あること。 
（４） 社会福祉事業に必要な財源の大半を収益事業に求めるような計画の下に行われるも

のであってはならないこと。 
（５） 法第２条第３項第９号に規定する「生計困難者のために、無料又は低額な料金で診

療を行う事業」は、社会情勢等の変化に伴い、必要性が薄らいでいるので、新規に

行うものについては抑制を図るものであること。また、既に設立されている法人が

この事業を行っている場合についても、当該事業の規模を拡充することは地域の実

情等を踏まえ、基本的に抑制を図ることとするものであること。なお、平成１３年

７月２３日社援発第１２７６号社会・援護局長通知「社会福祉法第２条第３項に規

定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業について」に基づ

いて無料又は低額な料金で診療を行う事業を経営する法人については、同通知に定

める基準を厳格に遵守することを求めるとともに、この事業を継続することが困難

であると認められる法人については、他の法人への切換えを指導すること。 
（６） 第二種社会福祉事業である相談に応ずる事業のみをもって法人の設立を認めること

は、公的相談機関の整備充実の状況を考慮しつつ、財政基盤、事業従事者の資質、

事業実績等を充分に審査し、慎重に取り扱うものとすること。 
（７） 第二種社会福祉事業である社会福祉事業の連絡を行う事業のみをもって法人の設立



を認めることは、社会福祉協議会制度の趣旨及び全国的普及の状況等を考慮して、慎

重に取り扱うものとすること。 
２ 公益事業 
（１） 公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業であること。 
（２） 公益事業には、例えば次のような事業が含まれること（社会福祉事業であるものを

除く）。 
ア 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者

等との連絡調整を行う等の事業 
イ 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポ

ーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等（以下「入浴等」という。）を支援する事

業 
ウ 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又

は確保する事業 
エ 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 
オ 入所施設からの退院・退所を支援する事業 
カ 子育て支援に関する事業 
キ 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関す

る事業 
ク ボランティアの育成に関する事業 
ケ 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業（社会福祉士・介護福祉士・

精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等） 
コ 社会福祉に関する調査研究等 

（３） 当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるお

それのないものであること。 
（４） 当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であ

ること。 
（５） 社会通念上は公益性が認められるものであっても社会福祉と全く関係のないものを

行うことは認められないこと。 
（６） 公益事業において剰余金を生じたときは、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事

業に充てること。 
 
３ 収益事業 
（１） 法人が行う社会福祉事業又は公益事業（社会福祉法施行令（昭和３３年政令第１８

５号。）第１３条及び平成１４年厚生労働省告示第２８３号に掲げるものに限る。以

下（３）において同じ。）の財源に充てるため、一定の計画の下に収益を得ることを

目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度の



ものであること。 
（２） 事業の種類については、特別の制限はないが、法人の社会的信用を傷つけるおそれ

があるもの又は投機的なものは適当でないこと。なお、法人税法（昭和４０年法律第

３４号）第２条第１３号にいう収益事業の範囲に含まれない事業であっても、法人の

定款上は収益事業として扱う場合もあること。 
（３） 当該事業から生じた収益は、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業の経営に充

当すること。 
（４） 当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるお

それのないものであること。 
（５） 当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であ

り、社会福祉事業を超える規模の収益事業を行うことは認められないこと。 
（６） 母子及び寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第１４条に基づく資金の貸付を

受けて行う、同法施行令（昭和３９年政令第２２４号）第６条第１項各号に掲げる事

業については、（３）は適用されないものであること。 


